
0

就学援助事務システム標準化検討会

（第2回）
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1.第3回意見照会の実施について

第2回検討会の結果を踏まえ、7/5～7/21の約2週間半にかけて第3回自治体意見照会を実施します。
なお、第1回・第2回意見照会において、多くの自治体から上げられた質問についてはFAQを配布し、各自治体の標準仕様書に対する理
解を促す方針とします。

第1回意見照会
4/23～5/14

第2回意見照会
5/11～5/24

第3回意見照会
7/5～7/21（予定）

• 標準仕様書（案）のうち、機能要件
について全国の自治体・事業者に意
見を求める（業務フロー、用語集は補
足資料として添付）

• 標準仕様書（案）のうち、帳票要件
について全国の自治体・事業者に意
見を求める

• 第1回、第2回意見照会を踏まえて見直
しを行った標準仕様書（案）一式につい
て、全国の自治体・事業者に意見を求め
る

• 標準機能要件、業務フロー、用語集 • 帳票要件（帳票一覧、項目定義、様式レ
イアウト）

• 標準仕様書（案）一式（機能要件、帳票要
件、用語集、業務フロー、FAQ）

目的・論点

対象資料

意見照会の概要

実施済み

用語集
システム関連用語：住民記録システム及び弊社知見から抽出したシステム関連用語のうち、就学援助システム標準仕様書に記載することが決定した用語、
　　　　　　　　　　　　 及び機能要件比較作業において差異が確認されたシステム関連用語（=表記・意味の統一が必要）を抽出して掲載。
業務用語：機能要件比較作業において差異が確認された業務用語（=表記・意味の統一が必要）及び一般的ではないと思われる業務用語を抽出して掲載。

No. 頭文字 用語 読み方 説明書き 出典情報
1 あ IaaS あいあーす Infrastructure as a service の略。就学事務システム等の稼動に必要な仮想サーバ、機材やネットワーク等のイ

ンフラを、「総合行政ネットワーク（LGWAN）」やインターネット上のサービスとして提供する形態のこと。自治体クラウ
ドを含むクラウドコンピューティングの利用形態は、「SaaS（software as a service）」、「PaaS（platform as a
service）」、「IaaS（infrastructure as a service）」の3つに分類できる。

住民記録システム標
準仕様書

2 IC カード あいしーかーど 個人番号カード等、情報（データ）の記録や演算をするために集積回路 (integrated circuit ) を組み込んだ
カードのこと。

住民記録システム標
準仕様書

3 ID あいでぃー システムの利用時に個人を特定するための番号や文字列等のこと。「操作者 ID」も参照のこと。 住民記録システム標
準仕様書

4 あいまい検索 あいまいけんさく 検索条件が完全に一致しないものの、対象を一定のルールに基づき抽出する検索方法のこと。 住民記録システム標
準仕様書

5 アクセス あくせす ソフトウェアやシステム、アプリケーションに格納されている情報へ到達（接続）すること。また、通信回線やネットワーク
を介して別のコンピュータや機器の操作、格納されている情報を取得、閲覧、編集できるようにすること。

住民記録システム標
準仕様書

6 アクセスログ あくせすろぐ システムや端末、ソフトウェアに対して、人間や外部のシステムからの操作や要求などを一定の形式で時系列に記録し
たもの。

住民記録システム標
準仕様書

7 宛名管理システム あてなかんりしすてむ 宛名に関する記録を管理し、及び宛名に関する事務を処理するためのシステム。
8 宛名番号 あてなばんごう 市区町村内において業務ごとに個人、法人を一意に識別するために付番した番号のこと。「個人番号」、「住記個人

番号」と呼ばれることもあるが、番号法に基づく「個人番号」（いわゆるマイナンバー）と混同されかねないため、本仕
様書上は「宛名番号」と呼ぶ。

住民記録システム標
準仕様書

9 アラート あらーと 論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できる
もののこと。論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当
該入力等を確定（本登録）できないエラーとは区別される。

住民記録システム標
準仕様書

10 い EUC いーゆーしー End user computing の略。非定型業務（就学事務システム標準仕様で当該機能が提供されていない業務）
に対して利活用できる機能。就学事務システムが保有するデータの二次利用を可能とするデータの抽出・分析・加工
及びこれらのファイルやリストへの出力・印刷等の機能を有する。

住民記録システム標
準仕様書

11 一括登録 いっかつとうろく 複数件のデータの登録を１回の操作で完了させること。登録・変更内容を記載した CSV ファイル等を取り込んで登
録する等の方法がある。

住民記録システム標
準仕様書

12 一括メンテナンス いっかつめんてなんす 複数ユーザの登録及び権限の変更等の処理を、（１件ごとに登録するのではなく、登録・変更内容を記載した CSV
ファイル等を読み込むことで）１回の操作で完了させること。

住民記録システム標
準仕様書

13 イベント いべんと 就学事務システムを構成するサーバ内で発生する事態のこと。 住民記録システム標
準仕様書

実装すべき機能 オプション機能
1. 申請受付

1.1. 就学世帯管理
1.1.1. 就学世帯管理 住民記録システム、学齢簿管理システム、宛名管理システムと連携

し、就学世帯情報（保護者情報、世帯員情報、注意情報（DV等
を含む）、住民登録外者情報等）を取込み、管理（参照・登録・修
正・削除）できること。

1.1.2. 就学世帯管理 審査に利用する世帯情報は、住民基本台帳上の世帯とは別に管理
することができ、その世帯員は追加・更新・削除できること。

1.1.3. 健康診断情報管
理

健康診断情報（病名、医科/歯科、薬剤の有無）を取込み、管理
（参照・登録・修正・削除）できること

・健康診断情報は医療券の発行に利用する。

1.1.4. 申請書送付対象
者抽出

就学世帯情報から申請書送付先である新規申請対象者一覧及び
継続申請対象者一覧（氏名、住所等）を加工可能な形式で出力
できること。

・継続申請対象者：当該年度認定者かつ次年度も小中
学校に在籍する就学世帯
・新規申請対象者：全就学世帯から継続申請対象者を
除いた世帯

1.2. 申請情報管理
1.2.1. 申請情報管理 申請情報（受付日、就学援助の希望、申請区分、申請理由、保護

者情報、児童生徒情報、備考情報等）の管理（参照・登録・修正・
削除）ができること。

1.2.2. 申請情報管理 年度途中の変更（転校、保護者変更、口座変更、支給方法変更、
所得変更、備考情報の変更等）について管理できること。

1.2.3. 申請情報の不備
確認

申請情報を入力する際、同一の申請情報が既に登録されていないか
チェックを行い、重複していた場合はアラート表示されるとともに、該当の
申請情報を確認できること。また、申請者に兄弟姉妹がいる場合に、ア
ラートを表示できること。

1.2.4. 申請情報の不備
確認

学齢簿管理システムから取り込んだ児童生徒情報と登録済みのデータ
に重複や不一致等がある場合に、該当の申請情報についてエラーリスト
が出力できること。

学齢簿管理システムから取り込んだ情報と登録済みのデータに差異が
ある場合、差異のあるデータを一括・個別に修正できること。

1.2.5. 申請取消 申請者による申請の取消を受け付け、届の内容及び受付日等の管理
（参照・登録・修正）ができること。

2. 審査
2.1. 認定基準の設定

2.1.1. 認定基準マスタ
管理

次の項目を認定基準として設定できること。また、その他の任意の値を
設定できること。

所得または収入が認定基準額未満（以下）/生活保護法に基づく
保護の停止または廃止/市区町村民税の非課税/市区町村民税の
減免/国民年金保険料の免除/国民健康保険法の保険料の減免ま
たは徴収の猶予/児童扶養手当の支給/個人の事業税の減免/固定
資産税の減免/生活福祉資金による貸付け/所得または収入が特別
支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額未満（以
下）

2.1.2. 認定基準額マス
タ管理

認定基準額の算定に用いる次の金額・係数を、マスタデータとして管理
できること。

【生活保護に準ずる基準額】
生活扶助（第1類費）/生活扶助（第2類費）/期末一時扶助/冬
季加算/教育扶助/基礎控除/住宅扶助/学校給食費/その他加算/
通学交通費
【認定基準係数】
認定基準係数
【その他の生活保護に準ずる基準額】
学校給食費/住宅扶助

2.1.3. 認定基準額の自
動算定

認定基準額マスタに基づき、世帯構成や級地等に応じた認定基準額
を自動で算定できること。
なお、認定基準額は以下により算出される。
認定基準額＝【生活保護に準ずる基準額】の合計×【認定基準係
数】＋【その他の生活保護に準ずる基準額】の合計

2.1.4. 認定基準額の個
別変更

算定された認定基準額を個別に変更できること。

2.1.5. 認定者数シミュ
レーション

生活保護基準や認定基準係数について任意の項目、値を設定し、当
該年度における認定者・否認定者数がどのように変動するかのシミュ
レーションができること。

機能定義機能名称 備考

1 就学援助費申請者一覧 一括 随時 紙 1.1.6
1.1. 認定請求等受付
5.1. 報告・統計

③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】
・申請者一覧の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：なし

2 世帯表 一括 随時 紙
1.1.6
1.1.11

1.1. 認定請求等受付
1.2. 審査

③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】
・申請者児童と世帯情報の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：門真市、所沢市、小金井市、名古屋市、江東区、大府市

・自治体保有が半数以下であるため、自治体へ運用実態を問い合わせ
　→門真市・大府市では運用・利用無し。
　→小金井市・所沢市では、代替運用では懸念点（EUC出力では世帯表の項目網羅ができない）があり困難としていることから、標準化対象と想定。

3 就学援助認定判定結果一覧 一括 随時 紙
1.1.9
1.2.6

1.3. 審査結果登録 ③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】
・認定判定結果一覧の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：なし

4
就学援助学校別認定・否認定者数一
覧

一括 月次 紙 1.1.9 5.1. 報告・統計 ③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】
・認定・否認定者一覧の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：横須賀市

・横須賀市へ複数帳票（要・準・対象外）を保有、帳票を分ける理由を問合せ
　→回答では3帳票とも用途・頻度を同様としており、複数様式（要・準・対象外）は統合可能と想定。

5 月別就学援助費認定結果一覧 一括 月次 紙 1.1.9 1.3. 審査結果登録 ③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】
・対象者の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。
・次年度継続検討とし、自治体意見招請踏まえ標準化方針を判断とする。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：なし

6
新入学児童生徒学用品費等対象者
一覧

一括 随時 紙 1.1.10 1.2. 審査 ③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】
・市町村間の連絡用として新入学児童生徒学用品費等関連の就学援助費出力が必要なため、標準化対象として検討
・対象者の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：なし

7 保留通知書 個別 随時 紙

1.1.11
1.1.12
1.2.7
1.2.8

3.1. 認定請求結果通
知等交付

②印字項目まで検討

【印字項目まで標準化を検討】
・外部帳票のため、印字項目までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：所沢市、名古屋市、江東区、大府市

・運用自治体は半数以下であるため、利用自治体へ運用実態を問合せ
　→大府市は「就学援助申請不可通知書」の運用は現在無し
　→所沢市・江東区では標準帳票としてのシステム出力は必須、かつ代替運用困難。
　→名古屋市では標準帳票としてのシステム出力必須、代替運用（EUC出力）可ではあるが、事務処理の手間が予想される。
　→転入者等の認定時の随時発行等、利用頻度が高いことから、出力必要・帳票重要度共に高い帳票として標準化対象とする。

No.

標準化方針案

標準化レベル 標準化方針案
帳票名称 フロー番号頻度個別/一括 出力様式 機能分類 実装すべき機能 オプション機能

1. 申請受付
1.1. 就学世帯管理

1.1.1. 就学世帯管理 住民記録システム、学齢簿管理システム、宛名管理システムと連携
し、就学世帯情報（保護者情報、世帯員情報、注意情報（DV等
を含む）、住民登録外者情報等）を取込み、管理（参照・登録・修
正・削除）できること。

1.1.2. 就学世帯管理 審査に利用する世帯情報は、住民基本台帳上の世帯とは別に管理
することができ、その世帯員は追加・更新・削除できること。

1.1.3. 健康診断情報管
理

健康診断情報（病名、医科/歯科、薬剤の有無）を取込み、管理
（参照・登録・修正・削除）できること

・健康診断情報は医療券の発行に利用する。

1.1.4. 申請書送付対象
者抽出

就学世帯情報から申請書送付先である新規申請対象者一覧及び
継続申請対象者一覧（氏名、住所等）を加工可能な形式で出力
できること。

・継続申請対象者：当該年度認定者かつ次年度も小中
学校に在籍する就学世帯
・新規申請対象者：全就学世帯から継続申請対象者を
除いた世帯

1.2. 申請情報管理
1.2.1. 申請情報管理 申請情報（受付日、就学援助の希望、申請区分、申請理由、保護

者情報、児童生徒情報、備考情報等）の管理（参照・登録・修正・
削除）ができること。

1.2.2. 申請情報管理 年度途中の変更（転校、保護者変更、口座変更、支給方法変更、
所得変更、備考情報の変更等）について管理できること。

1.2.3. 申請情報の不備
確認

申請情報を入力する際、同一の申請情報が既に登録されていないか
チェックを行い、重複していた場合はアラート表示されるとともに、該当の
申請情報を確認できること。また、申請者に兄弟姉妹がいる場合に、ア
ラートを表示できること。

1.2.4. 申請情報の不備
確認

学齢簿管理システムから取り込んだ児童生徒情報と登録済みのデータ
に重複や不一致等がある場合に、該当の申請情報についてエラーリスト
が出力できること。

学齢簿管理システムから取り込んだ情報と登録済みのデータに差異が
ある場合、差異のあるデータを一括・個別に修正できること。

1.2.5. 申請取消 申請者による申請の取消を受け付け、届の内容及び受付日等の管理
（参照・登録・修正）ができること。

2. 審査
2.1. 認定基準の設定

2.1.1. 認定基準マスタ
管理

次の項目を認定基準として設定できること。また、その他の任意の値を
設定できること。

所得または収入が認定基準額未満（以下）/生活保護法に基づく
保護の停止または廃止/市区町村民税の非課税/市区町村民税の
減免/国民年金保険料の免除/国民健康保険法の保険料の減免ま
たは徴収の猶予/児童扶養手当の支給/個人の事業税の減免/固定
資産税の減免/生活福祉資金による貸付け/所得または収入が特別
支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額未満（以
下）

2.1.2. 認定基準額マス
タ管理

認定基準額の算定に用いる次の金額・係数を、マスタデータとして管理
できること。

【生活保護に準ずる基準額】
生活扶助（第1類費）/生活扶助（第2類費）/期末一時扶助/冬
季加算/教育扶助/基礎控除/住宅扶助/学校給食費/その他加算/
通学交通費
【認定基準係数】
認定基準係数
【その他の生活保護に準ずる基準額】
学校給食費/住宅扶助

2.1.3. 認定基準額の自
動算定

認定基準額マスタに基づき、世帯構成や級地等に応じた認定基準額
を自動で算定できること。
なお、認定基準額は以下により算出される。
認定基準額＝【生活保護に準ずる基準額】の合計×【認定基準係
数】＋【その他の生活保護に準ずる基準額】の合計

2.1.4. 認定基準額の個
別変更

算定された認定基準額を個別に変更できること。

2.1.5. 認定者数シミュ
レーション

生活保護基準や認定基準係数について任意の項目、値を設定し、当
該年度における認定者・否認定者数がどのように変動するかのシミュ
レーションができること。

機能定義機能名称 備考

1 就学援助費申請者一覧 一括 随時 紙 1.1.6
1.1. 認定請求等受付

5.1. 報告・統計
③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】
・申請者一覧の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：なし

2 世帯表 一括 随時 紙
1.1.6
1.1.11

1.1. 認定請求等受付
1.2. 審査

③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】
・申請者児童と世帯情報の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：門真市、所沢市、小金井市、名古屋市、江東区、大府市

・自治体保有が半数以下であるため、自治体へ運用実態を問い合わせ

　→門真市・大府市では運用・利用無し。
　→小金井市・所沢市では、代替運用では懸念点（EUC出力では世帯表の項目網羅ができない）があり困難としていることから、標準化対象と想定。

3 就学援助認定判定結果一覧 一括 随時 紙
1.1.9
1.2.6

1.3. 審査結果登録 ③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】

・認定判定結果一覧の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：なし

4
就学援助学校別認定・否認定者数一
覧

一括 月次 紙 1.1.9 5.1. 報告・統計 ③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】

・認定・否認定者一覧の確認が出来ればよいため 、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：横須賀市

・横須賀市へ複数帳票（要・準・対象外）を保有、帳票を分ける理由を問合せ
　→回答では3帳票とも用途・頻度を同様としており、複数様式（要・準・対象外）は統合可能と想定。

5 月別就学援助費認定結果一覧 一括 月次 紙 1.1.9 1.3. 審査結果登録 ③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】
・対象者の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

・次年度継続検討とし、自治体意見招請踏まえ標準化方針を判断とする。

【自治体への確認結果】

・質問自治体：なし

6
新入学児童生徒学用品費等対象者
一覧

一括 随時 紙 1.1.10 1.2. 審査 ③帳票概要まで検討

【帳票概要まで標準化を検討】

・市町村間の連絡用として新入学児童生徒学用品費等関連の就学援助費出力が必要なため、標準化対象として検討
・対象者の確認が出来ればよいため、帳票項目の定義は行わず、帳票概要までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：なし

7 保留通知書 個別 随時 紙

1.1.11

1.1.12
1.2.7
1.2.8

3.1. 認定請求結果通
知等交付

②印字項目まで検討

【印字項目まで標準化を検討】
・外部帳票のため、印字項目までを定義する。

【自治体への確認結果】
・質問自治体：所沢市、名古屋市、江東区、大府市

・運用自治体は半数以下であるため、利用自治体へ運用実態を問合せ

　→大府市は「就学援助申請不可通知書」の運用は現在無し
　→所沢市・江東区では標準帳票としてのシステム出力は必須、かつ代替運用困難。

　→名古屋市では標準帳票としてのシステム出力必須、代替運用（EUC出力）可ではあるが、事務処理の手間が予想される。
　→転入者等の認定時の随時発行等、利用頻度が高いことから、出力必要・帳票重要度共に高い帳票として標準化対象とする。

No.

標準化方針案

標準化レベル 標準化方針案
帳票名称 フロー番号頻度個別/一括 出力様式 機能分類

実施予定


